
　は問い合わせ先です

D o you know?

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト

1011

「
架
空
請
求
は
が
き
」

　

〜
債
権
回
収
業
者
や
公
的
機
関
ら
し
き
を
名
乗
る
〜

問
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

　

0
２
２
―

０
７
８
３

　
（
相
談
日　

月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お　

な　

や　

み

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
6
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
手
続
き
は
、
現
在
支
給
を
受
け

て
い
る
方
の
所
得
や
養
育
の
状
況
な
ど

を
届
け
て
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
手
当

が
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
大

切
な
も
の
で
す
。
こ
の
現
況
届
の
提
出

が
な
い
場
合
は
、
次
回
の
支
払
い
分
か

ら
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

6
月
中
旬
に
現
況
届
の
用
紙
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り
必
ず
届
け

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

　

6
月
14
日（
水
）〜
30
日（
金
）

●
受
付
時
間　

8
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
（
土
・
日
を
除
く
）

●
受
付
場
所　

子
ど
も
家
庭
課
（
本
庁

舎
1
階
）

●
持
参
す
る
物

①
現
況
届

②
印
鑑
（
朱
肉
を
使
用
す
る
印
）

③
受
給
者
（
保
護
者
）
の
社
会
保
険
証

の
写
し

※
保
険
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
後
日
、

年
金
加
入
証
明
書
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
加
入
の
方
は

不
要
で
す
。

④
平
成
18
年
度
の
所
得
証
明
書
（
平
成

18
年
1
月
1
日
時
点
で
白
石
市
に
住

所
が
な
か
っ
た
方
の
み
。
未
申
告
の

方
は
確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。）

※
そ
の
ほ
か
の
書
類
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
6
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す
！

　

6
月
は
、
平
成
18
年
2
月
分
か
ら
5

月
分
ま
で
の
4
カ
月
分
の
児
童
手
当
が

振
り
込
み
に
な
り
ま
す
。

　

6
月
5
日
以
降
、
該
当
す
る
金
融
機

関
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
振
り
込

ま
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
子
ど
も
家
庭

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
子
ど
も
家
庭
課
総
務
係

　

0
2
2
―
1
3
6
3

　

今
年
7
月
よ
り
、
免
除
制
度
は
全
額

免
除
・
半
額
免
除
に
加
え
、
4
分
の
3

免
除
と
4
分
の
1
免
除
が
新
設
さ
れ
、

4
段
階
と
な
り
ま
す
。

　

免
除
の
審
査
は
申
請
者
本
人
、
申
請

者
の
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
の
所
得

な
ど
に
よ
り
認
定
さ
れ
ま
す
。

■
平
成
18
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は

１
カ
月
１
３
、８
６
０
円
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
は

「
口
座
振
替
」
が
便
利
で
す
。
ま
た
、

郵
便
局
や
銀
行
の
窓
口
で
納
め
ら
れ
る

ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ

　

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ン
ク
ス
、
ミ
ニ
ス

ト
ッ
プ
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
（
ヤ
マ

ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
）
な
ど

問
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所

　

0
0
2
2
4
―
5
1
―
3
1
1
1

　

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

　

0
2
2
―
1
3
1
2

　

次
回
の
市
議
会
定
例
会
は
6
月
12
日

（
月
）開
会
予
定
で
す
。
詳
し
い
日
程
は

議
会
運
営
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
の
で
、

6
月
9
日（
金
）以
降
に
議
会
事
務
局
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局　

0
2
2
―
1
3
5
1

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
4
月
末
ま
で
に

市
内
で
既
に
13
件
の
火
災
が
発
生
し
、

昨
年
1
年
間
の
16
件
に
迫
る
勢
い
で

す
。そ
の
う
ち
10
件
が
建
物
よ
り
出
火
、

2
名
の
方
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
暖
か
い
季
節
に
な

り
、
行
楽
で
山
な
ど
に
出
か
け
る
機
会

が
多
く
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
火

を
使
用
す
る
場
合
、
十
分
な
注
意
を
お

願
い
し
ま
す
。
空
気
が
乾
燥
し
、
例
年

林
野
火
災
が
発
生
す
る
時
期
で
す
。
特

に
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
は
絶
対
に
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

火
災
は
命
や
財
産
を
一
瞬
で
奪
っ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
各
人
の

注
意
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
皆
様

の
注
意
で
火
災
を
撲
滅
し
ま
し
ょ
う
。

問
生
活
環
境
課　

0
2
2
―
1
3
1
4

　

新
規
学
卒
者
の
採
用
計
画
は
お
決
ま

り
で
し
ょ
う
か
。
平
成
19
年
3
月
新
規

中
学
校
・
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
を
対

象
と
し
た
求
人
の
受
け
付
け
が
6
月
20

日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
事
業
主
の
皆
様

に
は
、
新
規
学
卒
者
を
対
象
と
し
た
採

用
計
画
に
つ
い
て
早
期
に
検
討
さ
れ
、

1
人
で
も
多
く
の
求
人
を
申
し
込
み
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石
職
業
相
談
部
門

学
卒
担
当　

0
2
5
―
3
1
0
7

〜
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
〜

　

6
月
1
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日

で
す
。
皆
さ
ん
の
ま
ち
の
人
権
擁
護
委

員
が
、
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
て

人
権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
相
談
内
容
の
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

●
相
談
内
容

　

結
婚
、
離
婚
、
家
族
の
い
ざ
こ
ざ
、

扶
養
、
相
続
、
遺
言
、
近
隣
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
差
別
待
遇
、
法
律
扶
助
な
ど

【
第
1
回
】

●
日
時　

6
月
3
日（
土
）10
時
〜
15
時

●
場
所　

中
央
公
民
館
2
階
第
2
研
修
室

【
第
2
回
】

●
日
時　

6
月
15
日（
木
）10
時
〜
15
時

●
場
所　

市
庁
舎
2
階  

第
2
会
議
室

問
大
河
原
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

（
仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局
内
）

0
0
2
2
4
―
5
2
―
6
0
5
3

生
活
環
境
課
総
務
係

0
2
2
―
1
3
1
4

　

地
方
税
法
お
よ
び
条
例
な
ど
の
改
正

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
見
直
し
を
行
い

ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
個
人
住
民
税

●
所
得
割
の
税
率
を
10
％
比
例
税
率
化

（
平
成
19
年
度
〜
）

　

所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源

移
譲
に
よ
り
、
課
税
所
得
額
に
関
係
な

く
一
律
10
％
（
県
民
税
4
％
・
市
民
税

6
％
）
と
な
り
ま
す
。

●
定
率
減
税
の
廃
止（
平
成
19
年
度
〜
）

　

現
行
の
所
得
割
額
の
7
・
5
％
（
上

限
2
万
円
）
の
定
率
減
税
が
廃
止
と
な

り
ま
す
。

●
非
課
税
基
準
の
引
き
下
げ

【
均
等
割
】
35
万
円
×
（
本
人
＋
控
除

対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
数
）
＋

16
万
8
千
円
（
マ
イ
ナ
ス
8
千
円
）

【
所
得
割
】
35
万
円
×
（
本
人
＋
控
除

対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
数
）
＋
32
万

円
（
マ
イ
ナ
ス
3
万
円
）

■
固
定
資
産
税

●
固
定
資
産
税
額
の
求
め
方
の
改
正

　

土
地
の
新
し
い
価
格
に
比
べ
て
こ
れ

ま
で
の
税
負
担
が
低
い
土
地
に
つ
い
て

は
、
価
格
の
5
％
分
を
、
前
年
度
の
課

税
標
準
額
（
税
額
を
計
算
す
る
基
礎
と

な
る
額
）に
加
え
る
方
式
と
な
り
ま
す
。

【
土
地
に
つ
い
て
の
税
額
の
求
め
方
】

・
住
宅
用
地　

課
税
標
準
額
（
固
定
資

産
評
価
額
×
6
分
の
1
【
2
0
0
㎡

を
超
え
る
部
分
は
、
3
分
の
1
】）

×
税
率
（
1
・
4
％
）

・
商
業
地
な
ど　

課
税
標
準
額
（
固
定

資
産
評
価
額
の
70
％
が
上
限
）
×
税

率
（
1
・
4
％
）

　

た
だ
し
、
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が

低
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
額

は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

①
住
宅
用
地　

今
年
度
の
評
価
額
に
6

分
の
1
【
2
0
0
㎡
を
超
え
る
部
分

は
、
3
分
の
1
】
を
掛
け
た
額
（
以

下
、
Ⓐ
と
標
記
）
と
比
べ
て
…

・
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
Ⓐ
の
80
％

以
上
100
％
未
満
の
場
合
、
前
年
度
の

課
税
標
準
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

・
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
Ⓐ
の
80
％

未
満
の
場
合
は
、
前
年
度
の
課
税
標

準
額
＋
Ⓐ
の
5
％
と
な
り
ま
す
。

②
商
業
地
な
ど　

今
年
度
の
価
格
（
以

下
、
Ⓑ
と
標
記
）
と
比
べ
て
…

・
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
Ⓑ
の
60
％

以
上
70
％
以
下
の
場
合
、
前
年
度
の

課
税
標
準
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

・
前
年
度
の
課
税
標
準
額
が
Ⓑ
の
60
％

未
満
の
場
合
は
、
前
年
度
の
課
税
標

準
額
＋
Ⓑ
の
5
％
と
な
り
ま
す
。

●
住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う
固
定
資
産
税

減
額
措
置
の
創
設（
平
成
19
年
度
〜
）

　

昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
の
住
宅

で
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐

震
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
一
定
の
改

修
工
事
（
1
戸
当
た
り
工
事
費
30
万
円

以
上
）
を
行
っ
た
場
合
、
申
告
に
よ
り

当
該
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
税
額

は
1
戸
当
た
り
1
2
0
㎡
相
当
分
ま
で

の
税
額
が
2
分
の
1
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
市
た
ば
こ
税

●
税
率
の
引
き
上
げ　

平
成
18
年
7
月

1
日
よ
り
、
1
、0
0
0
本
当
た
り
の

税
額
が
次
の
と
お
り
改
正
と
な
り
ま
す
。

①
旧
3
級
品

　

1
、5
6
4
円
（
プ
ラ
ス
1
5
2
円
）

②
旧
3
級
品
以
外

　

3
、2
9
8
円
（
プ
ラ
ス
3
2
1
円
）

　

梅
雨
で
長
雨
の
降
る
6
月
は
、
が
け

崩
れ
や
地
滑
り
な
ど
の
土
砂
災
害
の
多

い
時
期
で
す
。
が
け
崩
れ
は
突
然
起
こ

る
こ
と
が
多
く
、
ス
ピ
ー
ド
も
早
い
た

め
、
人
家
の
近
く
で
起
こ
る
と
逃
げ
遅

れ
る
人
が
多
く
、
死
者
の
出
る
割
合
も

高
く
な
り
ま
す
。災
害
が
起
き
た
と
き
、

家
族
全
員
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
避
難
先
を
決
め

て
お
く
と
と
も
に
、
雨
や
台
風
、
地
震

な
ど
の
情
報
に
常
に
注
意
し
、
危
険
を

感
じ
た
ら
す
ぐ
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

■
こ
ん
な
と
き
は
特
に
危
険
！

●
斜
面
か
ら
急
に
水
が
わ
き
出
す
。

●
斜
面
か
ら
小
石
な
ど
が
落
ち
て
き
た
。

●
石
垣
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
擁
壁
に
、

ず
れ
や
は
ら
み
、
亀
裂
が
生
じ
た
。

問
建
設
課　

0
2
2
―
1
3
2
6

　

今
年
度
に
入
り
、「
架
空
請
求
」

の
相
談
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
平
成

16
年
度
が
最
も
多
く
、
当
市
に
お
け

る
「
架
空
請
求
」
の
相
談
は
全
相
談

件
数
の
50
％
で
し
た
。
昨
年
度
は
や

や
減
少
し
30
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
本
年
度
に
入
り
「
身
に

覚
え
の
な
い
ハ
ガ
キ
」
の
相
談
が
増

え
て
き
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん

が
安
心
・
安
全
な
消
費
生
活
を
送
れ

ま
す
よ
う
再
度
「
架
空
請
求
」
に
つ

い
て
取
り
あ
げ
て
み
ま
し
た
。

　

架
空
請
求
の
手
口
が
多
様
化
し
て

い
ま
す
。
最
近
は
「
民
事
訴
訟
通
達

セ
ン
タ
ー
」「
関
東
管
理
事
務
局
」「
民

事
訴
訟
通
達
事
務
局
」
な
ど
と
公
的

機
関
で
あ
る
か
の
よ
う
な
名
称
を
名

乗
っ
て
い
ま
す
。
心
当
た
り
が
な
い

場
合
や
不
安
な
と
き
は
、
請
求
相
手

に
連
絡
せ
ず
、
消
費
生
活
相
談
室
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
国
民
セ
ン

タ
ー
が
ま
と
め
た
全
国
の
架
空
請
求

に
つ
い
て
の
相
談
件
数
は
、
平
成
16

年
度
で
67
万
件
と
、
前
年
度
の
67
倍

に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
最
も
多

い
の
は
「
通
信
販
売
会
社
様
か
ら
の

委
託
を
受
け
た
。」
な
ど
と
、
い
か

に
も
債
権
譲
渡
を
受
け
た
か
の
よ
う

に
言
っ
て
請
求
す
る
ケ
ー
ス
で
す
。

　

ま
た
、
法
務
大
臣
の
許
可
を
得
た

債
権
回
収
業
者
を
名
乗
っ
た
り
、
探

偵
事
務
所
を
名
乗
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
請
求
内
容
の
パ
タ
ー
ン
も
さ
ま

ざ
ま
で
、「
信
用
情
報
機
関
へ
の
ブ

ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
登
録
や
動
産
・
不
動

産
・
給
料
の
差
し
押
さ
え
を
執
行
官

立
会
の
も
と
強
制
執
行
す
る
。」
な

ど
と
丁
寧
に
コ
メ
印
付
き
で
書
い
て

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
最
近
、
架
空
請
求
業
者
の
新

し
い
手
口
と
し
て
少
額
訴
訟
手
続
き

（
小
額
訴
訟
は
一
日
で
判
決
が
出
て

し
ま
う
た
め
、
放
置
し
て
し
ま
う
と

欠
席
裁
判
と
な
り
、
原
告
側
の
言
い

分
ど
お
り
の
判
決
が
出
さ
れ
る
）
を

利
用
し
、
実
際
に
訴
訟
を
提
起
す
る

事
例
も
あ
り
ま
す
。「
万
が
一
、
身

に
覚
え
の
な
い
場
合
、
早
急
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。」
と
急
が
せ
、
ま
た

不
安
が
ら
せ
て
個
人
情
報
を
入
手

し
、
後
日
「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
利

用
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
連
日
、

個
人
情
報
は
漏
え
い
し
て
い
ま
す
。

「
ハ
ガ
キ
」
が
来
た
ら
ど
こ
か
ら
来

た
か
で
は
な
く
、
こ
れ
以
上
個
人
情

報
を
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　

不
安
が
ら
ず
に
必
ず
、
相
談
室
ま

た
は
最
寄
り
の
警
察
署
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

身
近
な
こ
と
か
ら
あ
な
た
の

人
権
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
！

国
民
年
金
の
減
免
制
度
が

７
月
か
ら
変
更
さ
れ
ま
す

市
内
で
火
災
が
多
発
し
て
い
ま
す

事
業
主
の
皆
様
へ

〜
１
人
で
も
多
く
の
求
人
申
し
込
み
を
〜

各
種
税
率
が
変
更
に
な
り
ま
す

問
税
務
課　

0
２
２
―
１
３
１
３

６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間
で
す

議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か


